
七ヶ宿町人事行政の運営等の状況について
 

 

  七ヶ宿町⻑ ⼩ 関 幸 ⼀   

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の任免（令和6年度）

 

（２）職員数（令和6年4月1日現在）

２ 職員の人事評価の状況

（１）勤務成績の評定

 人事評価制度を実施し、勤勉手当及び昇給等に反映させています。

３ 職員の給与の状況

（１）人件費の状況（令和6年度普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（令和6年度普通会計決算）

 ※職員手当には退職手当は含まれません。

 ※特別職に支給される給料等は含まれません。

常時勤務職員 3人
再任用職員 3人

5人

「七ヶ宿町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、七ヶ宿町の令和6年度における人事行政の運営等の状況について、
次のとおり公表します。

人 数

1人

4人

1人

区 分

採用者数

職種 計

行政職

行政職

医師

短時間勤務職員 -

令和7年10月1日

千円

B/A

550,440

2人

8人  

農林建設課職員が併任

 

※人件費とは、⼀般職・特別職に支給される給料、職員手当、共済負担金、退職手当、災害補償費です。

千円 千円 ％

人件費率 前年度

A 人件費率
％

農 業 委 員 会

監 査 委 員

教 育 委 員 会

21.0

(R7.1.1現在)

人
19.4

計

計(B)

１人当たりの

給与費 B/A
千円

5,805
人 千円

B

職員数 備 考

町 ⻑ 部 局

条例定数

実質収支
人口 歳出額 人件費

57人

2人

0人

0人

7人

0人

2人

2人

2人

74人

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

部 局

58人

66人

保育所職員含む

総務課職員が併任

議会事務局職員が併任

 

1,213 2,623,384 91,975

千円 千円

千円

職員数

(A)

給与費

給料 職員手当 期末勤勉手当

57 206,434 39,402 85,028 330,864

技術職 3人

退職者数 4人



（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和7年4月1日現在）

 
（４）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

 
（５）期末・勤勉手当の状況（令和6年12月1日現在）

 
（６）退職手当の状況（令和6年4月1日現在）

最高限度

支給割合

  ６月期

１２月期

期末手当 勤勉手当勤勉手当 期末手当

1.225月分

1.275月分

1.025月分

1.075月分

七ヶ宿町 宮城県 国

期末手当 勤勉手当

1.225月分

1.275月分

1.225月分

1.275月分

1.025月分

1.075月分

1.025月分

1.075月分

七ヶ宿町
区分

⼀般行政職

(割増率2%〜45%加算)

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

＊  歳

53.2歳

51.3歳

自己都合 応募認定・定年

＊     円

298,719円

294,567円

自己都合 勧奨・定年

平均年齢

国

41.8歳

42.3歳

41.9歳

 高校卒

220,000円

188,000円

227,400円

区分
平均給料月額 平均給与月額

技能労務職

196,100円

※平均給与月額は、給料月額と毎月支給される扶養手当、住居手当、通勤手当等の諸手当を含んだもの
です。なお、本町の技能労務職は３人未満のため「＊」表示にしています。

  七ヶ宿町     宮城県  

 大学卒

七ヶ宿町

宮城県

国

309,725円

321,390円

332,237円

365,338円

413,589円

414,480円

334,548円

337,907円

220,000円

188,000円

     国      区分 

⼀般行政職

＊     円

2.500月分 2.100月分

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

24.586875月分

2.500月分計

19.6695月分

39.7575月分

2.100月分2.500月分

宮城県

自己都合

24.586875月分勤続20年

勤続35年

2.100月分

勧奨・定年

47.709月分

その他の
加算措置

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

勤続25年

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分47.709月分

28.0395月分 33.27075月分

47.709月分 47.709月分

 定年前早期退職特例措置

(割増率2%〜20%加算)

 定年前早期退職特例措置

47.709月分

 定年前早期退職特例措置

(割増率2%〜加算)

44.7795月分



４ 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

１日 ７時間４５分（休憩時間を除く）

１週間あたり ３８時間４５分

（２）その他の勤務条件

 ①始業、終業、休憩時間

 ②休日

（ア）国⺠の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（イ）１２月２９日から１月３日までの国⺠の祝日に関する法律に規定する休日を除いた日
 
 ③休暇（年間とは暦年であり、年度ではありません。）

 ④育児休業の取得状況（令和6年度）

    育児休業は、職員が３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達するまで取得することができます。

    令和6年度の取得者について、男性職員2名、女性職員2名でした。

 日曜日及び土曜日は、⼀般的には勤務を要しない日です。また、次に掲げる日には、特に勤務を
 命じられない限り勤務する必要はないとされています。

１０日以内

〃

職員が職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇

介護休暇
（無給）
組合休暇
（無給）

１０日以内

必要と認められる期間

⽗⺟・配偶者・子の追悼行事等

年間５日（町⻑が定める場合１０日）

２日以内

〃

未就学児の負傷や疾病のための看護

妊娠に伴う通勤障害

不妊治療に係る通院等

〃
〃

国、県、市町村等の資格取得のための
試験

必要と認められる期間

１日１時間又は３０分２回

妻の出産に伴う子の養育 ５日以内

７月〜１０月までに５日以内
必要と認められる期間

年間２０日取得可能。また２０日を限度に翌年繰越が可能。
令和６年の平均取得日数…１２．３日

8時30分 17時15分 12時から13時まで

〃

要介護者の介護等 年間５日以内(２人以上の場合１０日)

夏季休暇

〃
国、県、市町村等の表彰式に出席する
とき
国などが主催する運動競技会に役員と
して参加する場合

非常災害等により出勤出来ないとき
結核性疾患による軽減
通信教育による面接授業出席

職員が、配偶者、⽗⺟（姻族含む）、子等の親族を介護するために、連続する６月の期間
内で、必要と認められる期間

休憩時間

取得できる理由等区分

始 業 終 業

年次有給休暇
（有給）

職務による海外視察等

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら
れる場合。

特別休暇
（有給）

必要と認められる期間
〃証人等として出頭

病気休暇
（有給）

選挙権その他公⺠権行使

〃
年間５日以内
７日以内

乳幼児の予防接種

⺟子健康法に基づく指導、検診など
妊娠１２週未満の流産
産前及び産後休暇
育児時間（満１歳未満）

１日以内
区分により１日から１０日以内

年間５日以内(２人以上の場合１０日)

２日以内

産前、産後ともに８週間ずつ
１日１時間又は３０分２回

生理休暇
妻の出産

親族（姻族）が死亡したとき

骨髄移植検査・入院
ボランティア活動
職員が結婚したとき

妊娠に伴う障害



５ 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数(令和6年度)

降任 免職 休職 降給 計

        ０人

        ０人

        ０人

        ０人
 
（２）懲戒処分者数(令和5年度)

戒告 減給 停職 免職 計

0人

６ 職員の服務の状況

（１）服務制度の概要等

 
（２）綱紀の保持

7 職員の退職管理の状況

 「七ヶ宿町職員の退職管理に関する条例」により、営利企業等へ再就職した場合は届出が必要となります。

信用失墜行為の禁止

服務の宣誓

法令及び上司の命令に従う義務

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行が
あった場合

法第２９条第１項第３号

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由

法第２９条第１項第２号

法第２７条第２項

法第２８条第１項第１号

法第２８条第１項第２号

  〃  第２項第１号
０人

0人

     

職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を生じた場合

処分事由

   

0人

 

法第２８条第１項第３号

根拠条項

法第２９条第１項第１号

秘密を守る義務

職務に専念する義務

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３０条では、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
に勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とされており、下記の義務や制限が定められていま
す。
 ただし、研修を受ける場合や定期健康診断を受診する場合のほか、町⻑が定める場合に職務に専念する義務が免除されることがあります。

 職員は全体の奉仕者であって、その職務は住⺠から付託された公務であることから、公務員としての綱紀の保持については、常日頃から職員に
対して注意を喚起し、その徹底を計っています。

勤務実績が良好でない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

0人

 

政治的行為の制限

争議行為等の禁止

営利企業等の従事制限

根拠条項

法第３１条

法第３２条

法第３３条

法第３４条

法第３５条

法第３６条

法第３７条

法第３８条

服務の具体的内容

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場
合

法第２８条第１項第４号

法第２８条第２項第２号

根拠条項

処分事由

法令に違反した場合



８ 職員の研修の状況

（１）宮城県市町村職員研修所における研修の状況（令和6年度）

   
（２）宮城県町村会における研修の状況（令和6年度）

 
９ 職員の福祉及び利益の保護の状況
 
（１）職員の福祉

①健康診断 定期健康診断(年1回実施)受診者数 …

人間ドック(年1回実施。対象者は３０歳以上)受診者数 …

②共済制度

③公務災害補償

④福利厚生

 七ヶ宿町職員互助会条例（平成８年条例第１７号）により「七ヶ宿町職員互助会」を設置し実施しています。

   ◆運営状況（令和6年度）

（２）職員の利益の保護

 ①措置要求制度

 ②不利益処分に対する不服申立て

 （１）勤務条件に関する措置の要求の状況 …

 （２）不利益処分に関する不服申立ての状況 …

 法第４６条の規定により、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し公平委員会に対して、任命権者により適当な措置が執られるべきこ
とを要求することができることと、されています。

 法第４９条の２の規定により、職員は、懲戒その他職員の意に反すると認める不利益な処分を受けたとき、公平委員会に対してのみ不服申立て
をすることが認められています。

65人

40人

⼀般職員研修Ⅱ 採用後８〜１２年の職員 2人

監督者研修Ⅰ 新任係⻑級職員 2人

研修種別
新規採用職員研修

対象職員等
新たに採用した職員

受講者数
4人

管理者研修Ⅰ 新任補佐級職員 0人

 地方公務員災害補償制度は、地方公務員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。）又は、通勤による災害によって生じた損害
を補償するとともに、必要な福祉事業を行うものであります。

団体名 会員数 公費補助 活動内容

 共済制度とは、職員の掛金と使用者である地方公共団体等の負担金を財源として、職員の生活の安定と福祉の向上を図るもので、宮城県市町村
職員共済組合において各種給付事業や福祉事業を実施しています。

3人

階層別研修

管理者研修Ⅲ 現任課⻑級職員

七ヶ宿町職員互助会 66人 なし
会員に対する各種金品の支出（入院見舞、退職者
への餞別等）、レクリエーション助成、各運動部
への活動助成

研修種別 対象職員等 受講者数

新任課⻑級職員

⼀般職員研修Ⅰ

管理者研修Ⅱ

新たに採用した職員

採用後３〜７年の職員

該当なし

該当なし

4人

3人

0人

新規採用職員研修


